
EDINETコード等の取得に必要な
「電子開示システム届出書」の提出の流れについて

・ 「提出者届出」から提出者情報を入力

・ 「電子開示システム届出書」をPDFで保存

※電子申請・届出システムが利用できない場合は提出先の財務（支）局等に郵送で提出

作業①：「電子開示システム届出書」の作成

電子申請・届出システムにログイン

電子申請・届出システムにログインするためには、以下のものを事
前に取得する必要があります。

・ 個人の場合 「マイナンバーカード」「マイナポータルアプリ」

・ 法人の場合 「gBizIDプライム」
    ※  gBizIDの詳細については、デジタル庁専用サイトをご確認ください。

・ PDFで保存した「電子開示システム届出書」を添付書類（定款や住民票等）ととも
に提出

・ 詳細な提出の流れについては、こちらを参照

※ 添付書類については、対象書類を撮影した画像（ただし、鮮明なものに限ります）を
Wordファイル等に貼り付けて提出することも認められます。

作業②：「電子開示システム届出書」の提出

提出先の財務（支）局等による内容確認
（届出内容に問題がなければ受理）

・ EDINET コード、ユーザ ID 及び初期パスワードを取得

作業③：「EDINET届出完了通知書」の受信

ＥＤＩＮＥＴにログイン

・ 書類提出に係る操作を実施

作業④：開示書類の提出

ＥＤＩＮＥＴ

https://submit2.edinet-fsa.go.jp/waea0010.aspx
https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/online.html
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/guide/EFT013/240509K0001/1/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%96%8B%E7%A4%BA%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%8F%90%E5%87%BA%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85.pdf
https://submit2.edinet-fsa.go.jp/WAEK0010.aspx
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